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複数の書類や、書類と電磁的記録について、これらの書類（書類と電磁的記録）相互の関連が

明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれ

ば、その複数の書類や電磁的記録の全体により適格請求書の記載事項を満たすことができます。 

したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）

を記録した取引明細に係る電磁的記録と書面で作成する支払通知書の全体により、請求書等の

記載事項を満たすため、貴社は、書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合

わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなります。 

また、取引明細に係る電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録

の保存方法と同様となります（消令50①、消規15の５）。この電磁的記録の保存方法については、

問102《提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法》をご参照ください。 

 

（仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額） 

【答】   

適格請求書等保存方式の下で、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の

事項が記載されていることが必要です（消法30⑨三、消令49④）。 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産

の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの

である旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

ご質問の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額とな

りますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等

を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。 

  

問 89 適格請求書等保存方式の下では、記載事項を満たす仕入明細書には、「税率ごとに合計し

た課税仕入れに係る支払対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要との

ことですが、税抜きの仕入金額と消費税額等を記載することで、必要な記載事項を満たすこ

とになりますか。【平成 30 年 11 月追加】【令和５年 10 月改訂】 


